
別表第１（第２条、第３条、第８条関係） 別表第１（第２条、第３条、第８条関係）

区　　　分 採　択　基　準 区　　　分 採　択　基　準

０１　供給力・体質強
化

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 ０１　供給力・体質強
化

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 ０２　モデル事業 １　路網の整備 林業専用道
(規格相当)
整備

本表の「０１　体質強
化」、「２　路網の整
備」の「林業専用道(規
格相当)整備」に準ず
る。

本表の「０１　体質強化」、「２　路
網の整備」の「林業専用道(規格相当)
整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化」、
「２　路網の整備」の「林業専
用道(規格相当)整備」に準ず
る。

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 関連条件整
備

本表の「０１　体質強
化」、「２　路網の整
備」の「関連条件整備」
に準ずる。

本表の「０１　体質強化」、「２　路
網の整備」の「関連条件整備」に準ず
る。

本表の「０１　体質強化」、
「１　間伐材生産」の「関連条
件整備活動等」に準ずる。

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 森林作業道
整備

本表の「０１　体質強
化」、「２　路網の整
備」の「森林作業道整
備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化」、「２　路
網の整備」の「森林作業道整備」に準
ずる。

本表の「０１　体質強化」、
「２　路網の整備」の「森林作
業道整備」に準ずる。

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 関連条件整
備

本表の「０１　体質強
化」、「２　路網の整
備」の「関連条件整備」
に準ずる。

本表の「０１　体質強化」、「２　路
網の整備」の「関連条件整備」に準ず
る。

本表の「０１　体質強化」、
「１　間伐材生産」の「関連条
件整備活動等」に準ずる。

０２　成長産業化 １　間伐材生産 市町村、森林整備法
人等及び選定経営
体。

間伐材の生
産

０３　成長産業化 １　間伐材生産 市町村、森林整備法
人等及び選定経営
体。

間伐材の生
産

関連条件整
備活動等

「略」 「略」 「略」 関連条件整
備活動等

「略」 「略」 「略」

新

メニュー 事業実施主体 事業種目

補　助　対　象　経　費 補　助　対　象　経　費

事業実施主体 事業種目

旧

補　助　率

１　森林法（昭和26年法律第249号）第
11条に規定する森林経営計画対象森林
において本事業を実施する場合は、当
該計画に基づいて行うこと。

２　森林経営計画が作成されていない
森林で本事業を実施しようとする場合
は、事業実施前又は事業実施後におい
て、当該森林を森林経営計画の対象森
林とするよう努めること。

３　１施行地は、0.1ha以上とする。な
お、１施行地とは、原則として接続す
る区域とし、事業実施主体が本事業を
申請する際の最低単位とすることがで
きる。

４　知事が別に定める生産基盤強化区
域内で実施すること。

「略」

メニュー補　助　率

「略」 １　森林法（昭和26年法律第249号）第
11条に規定する森林経営計画対象森林
において本事業を実施する場合は、当
該計画に基づいて行うこと。

２　森林経営計画が作成されていない
森林で本事業を実施しようとする場合
は、事業実施前又は事業実施後におい
て、当該森林を森林経営計画の対象森
林とするよう努めること。

３　１施行地は、0.1ha以上とする。な
お、１施行地とは、原則として接続す
る区域とし、事業実施主体が本事業を
申請する際の最低単位とすることがで
きる。

４　知事が別に定める生産基盤強化区
域内又は市町村が別に定める市町村森
林整備計画の効率的施業区域内で実施
すること。

「略」

林業成長産業化地域
として選定された地
域において、林業成
長産業化地域構想に
参画する事業体のう
ち、市町村、森林組
合、生産森林組合、
森林組合連合会、森
林整備法人等、森林
経営計画の認定を受
けた者及び特定間伐
等促進計画に実施主
体として定められた
者その他都道府県知
事が認めるもの。

「略」



新 旧
「削除」 「削除」 「削除」 ２　資源高度利

用型施業
市町村、森林整備法
人等及び選定経営
体。

一貫作業

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 関連条件整
備活動等

対象森林の調査及び森林
所有者の同意取付け等

本表の「０１　体質強化」、「１　間
伐材生産」の「間伐材の生産」に準ず
る。

本表の「０１　体質強化」、
「１　間伐材生産」の「関連条
件整備活動等」に準ずる。

２　路網の整備 市町村、森林整備法
人等及び選定経営
体。

林業専用道
(規格相当)
整備

３　路網の整備 市町村、森林整備法
人等及び選定経営
体。

林業専用道
(規格相当)
整備

関連条件整
備

「略」 「略」 「略」 関連条件整
備

「略」 「略」 「略」

定額単価664,000円/haに、「高
知県造林事業査定要領」に基づ
き算定した間接費（千円未満切
捨て）を加算した額以内

「略」１　知事が別に定める生産基盤強化区
域又は市長村が別に定める市町村林整
備計画の効率的施業区域内において行
われるものであり、かつ、選定経営体
による間伐等が計画されていること。

２　林業専用道（規格相当）
　ア　知事が定める林業専用道の作設
に関する指針の基準を満たすことが難
しい場合には、知事に協議すること。
　イ　建設事業体の参入機会を設ける
観点から、本体工事については外部に
発注すること。ただし、建設事業体と
の共同事業として実施する等外部に発
注することができない場合、外部に発
注しないことにより事業執行の迅速化
及び効率化に大きな効果が見込まれる
場合等の例外的な場合を除く。

「略」「略」

「削除」 「削除」 「削除」

「略」 １　知事が別に定める生産基盤強化区
域において行われるものであり、か
つ、選定経営体による間伐等が計画さ
れていること。

２　林業専用道（規格相当）
　ア　知事が定める林業専用道の作設
に関する指針の基準を満たすことが難
しい場合には、知事に協議すること。
　イ　建設事業体の参入機会を設ける
観点から、本体工事については外部に
発注すること。ただし、建設事業体と
の共同事業として実施する等外部に発
注することができない場合、外部に発
注しないことにより事業執行の迅速化
及び効率化に大きな効果が見込まれる
場合等の例外的な場合を除く。

人工林で行う末木枝条の
集材（主伐時に全木又は
全幹による集材が行われ
るものに限る。）、地拵
え、植栽及び苗木運搬

１　森林経営計画対象森林において本
事業を実施する場合には当該計画に基
づき、森林法第10条の８に規定する伐
採及び伐採後の造林の届出をして本事
業を実施する場合（当該届出を要しな
い場合を含む。）には当該届出に基づ
き、それぞれ再造林を行うこと。

２　森林経営計画対象森林以外の森林
で本事業を実施しようとする場合は、
事業実施前または事業実施後におい
て、当該森林を森林経営計画の対象森
林とするよう努めること。

３　集材と植栽の両方を実施した場合
のみ支援対象とし、原則、集材と植栽
の実施年度が同年度であること。

４　１施行地は、0.1ha以上とする。な
お、１施行地とは、原則として接続す
る区域とし、事業実施主体が本事業を
申請する際の最低単位とすることがで
きる。

５　過去５年以内に同一施行地におい
て国庫補助事業による間伐等を実施し
ていないこと。

６　植栽する樹種は、森林環境保全整
備事業実施要領第１の１及び２におい
て対象としている樹種（経常的に製材
品等として流通することが期待できな
いものを除く。）とする。

７　知事が別に定める生産基盤強化区
域内で実施すること。



新 旧

「削除」 「削除」 「削除」 対象森林の調査及び森林
所有者の同意取り付け等

実証的造林の施業に着手する上で、直
接必要となるもの。

定額
23,300円/ha以内

「削除」 「削除」。 「削除」 森林作業道整備 １　実証的造林と一体的に実施するも
の。
２　知事が定める森林作業道の作設に
関する指針の基準を満たしたものとす
る。

定額
作業道開設総延長に対し1メート
ル当たり2,700円を上限とする。

「削除」 「削除」 「削除」 鳥獣被害対策防止施設等
の整備

実証的造林と一体的に実施する鳥獣害
防止ネット等。

別途高知県造林事業で定める１
ha当たり又は10ｍ当たりの標準
単価（間接費含む。）の３分の
２（千円未満切捨て）により算
出した額以内。

関連条件整
備活動等

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 人工造林及
び下刈り
①ドローン
による苗木
運搬を導入
した造林
②早生樹造
林
③カバーク
ロップを活
用した造林
④単木
チューブを
活用した低
密度植栽
⑤その他の
効率化・低
コスト化造
林

人工造林（地拵え、植
栽、苗木運搬、その他）
及び下刈り

「削除」

０４　先進的造林技術
推進事業

１　実証的造林 市町村、森林所有
者、森林組合等、森
林整備法人等、特定
非営利活動法人等、
森林所有者の団体、
森林経営計画策定
者、特定間伐等促進
計画において特定間
伐等の実施主体に位
置づけられた者又は
森林経営管理法（平
成30年法律第35号）
第36条第２項の規定
により都道府県が公
表した民間事業者
（以下「民間事業
者」という。

「削除」 「削除」 人工造林については、定額単価
731,000円/haに、「高知県造林
事業査定要領」に基づき算定し
た間接費（千円未満切捨て）を
加算した額以内。

下刈りについては、定額単価
100,000円/haに、「高知県造林
事業査定要領」に基づき算定し
た間接費（千円未満切捨て）を
加算した額以内。

１　森林経営計画対象森林において本
事業を実施する場合には当該計画に基
づき、森林法第10条の８に規定する伐
採及び伐採後の造林の届出をして本事
業を実施する場合（当該届出を要しな
い場合を含む。）には当該届出に基づ
き、それぞれ再造林を行うこと。

２　森林経営計画対象森林以外の森林
で本事業を実施しようとする場合は、
事業実施前または事業実施後におい
て、当該森林を森林経営計画の対象森
林とするよう努めること。

３　１施行地は、0.1ha以上とする。な
お、複数の箇所で一体的に施業する場
合にあっては、これらを1施行地として
取り扱うことができる。

４　過去５年以内に同一施行地におい
て国庫補助事業による間伐等を実施し
ていないこと。

５　早生樹造林を行う場合の樹種は、
成長が早くかつ製材品等として流通す
ることが期待できるものとするが、以
下の（ア）から（ウ）までのいずれか
に該当する樹種は除くものとする。
（ア）特定外来生物による生態系等に
係る被害の防止に関する法律（平成16
年法律第78号。以下「外来生物法」と
いう。）第２条第１項で定める特定外
来生物
（イ）外来生物法第21条で定める未判
定外来生物
（ウ）我が国の生態系等に被害を及ぼ
すおそれのある外来種リスト（生態系
被害防止外来種リスト）に掲載されて
いる樹種

６　下刈りは、早生樹造林を行う場合
に限る。



新 旧
「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 リモートセ

ンシング技
術の実証を
行う施行地
の森林施業

人工造林（地拵え、植
栽、苗木運搬、その
他）、下刈り、除伐及び
間伐

１　人工造林、下刈り
本表の「０４　先進的造林技術推進事
業」、「１　実証的造林」に準ずる。
２　除伐、間伐
本表の「０３　成長産業化」、「１
間伐材生産」の１から３までに準ず
る。

定額単価612,000円/haに、「高
知県造林事業査定要領」に基づ
き算定した間接費（千円未満切
捨て）を加算した額以内。

人工造林又は下刈りについて、
効率化・低コスト化に資する技
術を導入して実施する場合は
「０４　先進的造林技術推進事
業」、「１　実証的造林」に準
ずる。

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 リモートセ
ンシング技
術の実証に
必要な機械
器具の整備

機械器具本体（ソフト
ウェアを含む。）の購
入・賃借、附属機械器具
の購入・賃借及び運送料

１　リモートセンシング技術の実証を
行う施行地を対象とし、リモートセン
シング技術の実証の方法については、
従来行われてきた現地での測量、測定
等が効率化・省力化される方法を選択
すること。
２　森林施業とリモートセンシング技
術の実証の両方を実施した場合のみを
補助対象とする。また、原則森林施業
とリモートセンシング技術の実証は同
年度に実施すること。

知事が定める定額単価に2/3を乗
じたもの又は698,000円のいずれ
か低い額を上限とする（1事業実
施主体ごと）。

「削除」 「削除」 「削除」 「削除」 関連条件整
備活動等

対象森林の調査及び森林
所有者の同意取り付け等

リモートセンシング技術の実証を行う
施行地の森林施業の施業に着手する上
で直接必要となるもの

本表の「０４　先進的造林技術
推進事業」、「１　実証的造
林」の「関連条件整備活動等」
に準ずる。

「削除」 「削除」 「削除」 森林作業道整備 １　リモートセンシング技術の実証を
行う施行地の森林施業と一体的に実施
するもの
２　知事が定める森林作業道の作設に
関する指針の基準を満たしたものとす
る。

本表の「０４　先進的造林技術
推進事業」、「１　実証的造
林」の「関連条件整備活動等」
に準ずる。

「削除」 「削除」 「削除」 鳥獣被害対策防止施設等
の整備

リモートセンシング技術の実証を行う
施行地の森林施業と一体的に実施する
鳥獣害防止ネット等

別途高知県造林事業で定める１
ha当たり又は10ｍ当たりの標準
単価（間接費含む。）の３分の
２（千円未満切捨て）により算
出した額以内。

　　　※表中補助対象経費の区分欄の「その他」とは、補助事業に必要な施設のうち、知事が特に認めるものをいう。 　　　※表中補助対象経費の区分欄の「その他」とは、補助事業に必要な施設のうち、知事が特に認めるものをいう。

別表第２　「略」 別表第２　「略」

２　リモートセ
ンシング技術活
用実証

市町村、森林所有
者、森林組合等、森
林整備法人等、特定
非営利活動法人等、
森林所有者の団体、
森林経営計画策定
者、特定間伐等促進
計画において特定間
伐等の実施主体に位
置づけられた者又は
民間事業者。

「削除」 「削除」



別表第３(第５条関係） 別表第３(第５条関係）

０１　供給力・体
質強化

「略」 「略」 ０１　供給力・体
質強化

「略」 「略」

０２　成長産業化 １　間伐材
生産

「略」 「略」

「略」

「削除」 「削除」

「削除」

２　路網の
整備

「略」 「略」

「略」

削除 削除 「削除」 「削除」

「削除」

削除 「削除」 「削除」

「削除」

削除

旧

本表の「０１　供給力・体質強化」の「３　造林」の２に準ずる。

２　資源高
度利用型

　本事業の完了年度の翌年度か
ら起算して５年

本表の「０１　供給力・体質強化」の「１　間伐材生産」の１に準ずる。

削除 削除 「削除」 「削除」

「削除」

交　付　金　返　還　範　囲　内　容

０３　成長産業化 １　間伐材
生産

「略」 「略」

本表の「０１　供給力・体質強化」の「３　造林」の１に準ずる。

本表の「０１　供給力・体質強化」の「３　造林」の２に準ずる。

２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼ
ﾝｸﾞ技術活用
実証 　本事業の完了年度の翌年度か

ら起算して５年

「略」 「略」

「略」

１　実証的
造林

新

施　設　等

転　　用　　制　　限　　基　　準

転　用　制　限　期　間 交　付　金　返　還　範　囲　内　容

転　　用　　制　　限　　基　　準

「略」

本表の「０１　供給力・体質強化」の「３　造林」の１に準ずる。

０４　先進的造林
技術推進事業

　本事業の完了年度の翌年度か
ら起算して５年

本表の「０１　供給力・体質強化」の「１　間伐材生産」の２に準ずる。

３　路網の
整備

「略」 「略」

施　設　等

本表の「０１　供給力・体質強化」の「２　路網の整備」の１に準ずる。

本表の「０１　供給力・体質強化」の「２　路網の整備」の２に準ずる。

０２　モデル事業 １　路網の
整備

　本事業の完了年度の翌年度か
ら起算して５年

転　用　制　限　期　間



旧新

付表 付表

上限事業費 「削除」 上限事業費 ０１　モデル事業

１　路網の整備

　路線ごとに設定した「定額助成の対象となる事業費」の上限額

　（ア）　林業専用道（規格相当）

　　１路線につき・・・・・・・・・１メートル当たり50,000円

　（イ）　森林作業道

　　１路線につき・・・・・・・・・１メートル当たり4,000円

「削除」 ０２　成長産業化

１　路網の整備

　路線ごとに設定した「定額助成の対象となる事業費」の上限額

　（ア）　林業専用道（規格相当）

　　１路線につき・・・・・・・・・１メートル当たり50,000円

　（イ）　森林作業道

　　１路線につき・・・・・・・・・１メートル当たり4,000円



旧

新

別表第４

間接費率

0% 3% 9% 13% 17% 20% 23% 29% 33% 37%

10m3以上30m3未満 177,000 182,000 192,000 200,000 207,000 212,000 217,000 228,000 235,000 242,000

30m3以上50m3未満 241,000 248,000 263,000 272,000 282,000 289,000 297,000 311,000 321,000 330,000

50m3以上70m5未満 371,000 382,000 404,000 419,000 434,000 445,000 456,000 478,000 494,000 508,000

70m3以上 494,000 508,000 538,000 558,000 578,000 592,000 607,000 637,000 657,000 676,000

10m3以上30m3未満 177,000 182,000 192,000 200,000 207,000 212,000 217,000 228,000 235,000 242,000

30m3以上50m3未満 241,000 248,000 263,000 272,000 282,000 289,000 297,000 311,000 321,000 330,000

50m3以上70m5未満 306,000 315,000 333,000 345,000 358,000 367,000 376,000 394,000 407,000 419,000

70m3以上 363,000 374,000 395,000 410,000 425,000 435,000 446,000 468,000 483,000 497,000

10m3以上30m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30m3以上50m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50m3以上70m5未満 65,000 67,000 71,000 74,000 76,000 78,000 80,000 84,000 87,000 89,000

70m3以上 131,000 134,000 143,000 148,000 153,000 157,000 161,000 169,000 174,000 179,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。
注2）搬出材積区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

定
額
単
価

定
額
単
価
の
財
源
内
訳

国
費

県
費

搬出材積区分

単位：円/ha当たり以内

間伐材の生産（定額単価）

別表第４

単位：円/ha当たり以内

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

10m3以上30m3未満 168,000 173,000 185,000 190,000 198,000 203,000 208,000 220,000 225,000 234,000

30m3以上50m3未満 238,000 245,000 262,000 269,000 281,000 288,000 295,000 312,000 319,000 331,000

50m3以上70m5未満 374,000 386,000 412,000 423,000 442,000 453,000 465,000 491,000 502,000 522,000

70m3以上 504,000 519,000 555,000 570,000 595,000 610,000 626,000 661,000 676,000 701,000

10m3以上30m3未満 168,000 173,000 185,000 190,000 198,000 203,000 208,000 220,000 225,000 234,000

30m3以上50m3未満 238,000 245,000 262,000 269,000 281,000 288,000 295,000 312,000 319,000 331,000

50m3以上70m5未満 308,000 318,000 339,000 348,000 364,000 373,000 382,000 404,000 413,000 429,000

70m3以上 371,000 382,000 408,000 419,000 438,000 449,000 460,000 486,000 497,000 515,000

10m3以上30m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30m3以上50m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50m3以上70m5未満 66,000 68,000 73,000 75,000 78,000 80,000 83,000 87,000 89,000 93,000

70m3以上 133,000 137,000 147,000 151,000 157,000 161,000 166,000 175,000 179,000 186,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。
注2）搬出材積区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

間伐材の生産（定額単価）

間接費率
搬出材積区分

定
額
単
価

国
費

定
額
単
価
の
財
源
内
訳

県
費



第１号様式１－１　「略」 第１号様式１－１　「略」

第１号様式１－２ 第１号様式１－２

１　事業の目的 １　事業の目的

２　事業の内容及び経費の配分 ２　事業の内容及び経費の配分

（１） 総括 （１） 総括

総事業費 総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)
県補助金 市町村費 その他

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)
県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円 円 円 円 円

「略」 「略」

２　路網の整備 ２　路網の整備

「略」 「略」

３　造林 ３　造林

「略」 「略」

「削除」 １　路網の整備

「削除」
　林業専用道
　(規格相当)整備

「削除」 　関連条件整備

「削除」 　森林作業道整備

「削除」 　関連条件整備

「削除」 （計）

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　間伐材の生産 　間伐材の生産

０１　供給力・
体質強化

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１　供給力・
体質強化

１　間伐材生産１　間伐材生産

別記 別記

旧新

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

「削除」

０２　成長産業
化

０２　モデル事
業

０３　成長産業
化



旧新

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）

「削除」 ２　資源高度利用型施業

「削除」 　一貫作業

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

「削除」 （計）

２　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）

「削除」 １　実証的造林

「削除」 　人工造林

「削除」 　下刈り

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

「削除」 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

「削除」 （計）

（注）「略」 （注）「略」

「削除」

（総計）

０４　先進的造
林技術推進事業

（総計）



第１号様式１－３ 第１号様式１－３

（２）事業計画 （２）事業計画

着手 完成 着手 完成

県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定） 県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日 (Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

１間伐材生産

（計）
円 円 円 円

１間伐材生産

（計）
円 円 円 円

２路網の整備

「略」

２路網の整備

「略」

３造林
「略」

３造林
「略」

０２　成長産業
化

１間伐材生産

「略」

０３　成長産業
化

１間伐材生産

「略」
「削除」 　一貫作業

「削除」
関連条件整備
(森林調査等)

「削除」
関連条件整備
(森林作業道整備)

「削除」
関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整

「削除」 （計）

２路網の整備 「略」 ３路網の整備 「略」

「削除」 人工造林及び下刈り

「削除」 関連条件整備活動等

「削除」
関連条件整備
(森林調査等)

「削除」
関連条件整備
(森林作業道整備)

「削除」
関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整

「削除」 （計）

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」
関連条件整備
(森林調査等)

「削除」
関連条件整備
(森林作業道整備)

「削除」
関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整

「削除」 （計）

１号様式１－４　「略」 １号様式１－４　「略」

別紙２～別紙３「略」 別紙２～別紙３「略」

（注）「略」

「削除」

「削除」 「削除」

「削除」

（注）「略」

２資源高度利用
型施業

０４　先進的造
林技術推進事業

１実証的造林

２ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技
術活用実証

工　　期

０１　供給力・
体質強化

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)
)

経費内訳

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)
)

経費内訳
工　　期

備考

０１　供給力・
体質強化

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分

新 旧

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

備考
構造規格
又は規模



別記 別記

第４号様式１―１　「略」 第４号様式１―１　「略」

第４号様式１―２ 第４号様式１―２

（令和　　年　　月　　日現在） （令和　　年　　月　　日現在）

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ) (Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ)

 
「略」

０１　供給力・体質強化
「略」

「削除」 １　路網の整備

「削除」
林業専用道
(規格相当)整備

「削除」 関連条件整備

「削除」 森林作業道整備

「削除」 関連条件整備

「削除」

「削除」 （計）

１　間伐材生産 １　間伐材生産

　間伐材の生産 　間伐材の生産

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計） （計）

「削除」 ２　資源高度利用型施業

「削除」 　一貫作業

「削除」 　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」 　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」 　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

「削除」

「削除」 （計）

２　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）

「削除」 １　実証的造林

「削除」 　人工造林

「削除」 　下刈り

「削除」 　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」 　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」 　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

「削除」

「削除」 （計）

「削除」 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」 関連条件整備
(森林調査等)

「削除」 関連条件整備
(森林作業道整備)

「削除」 関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

「削除」

「削除」

（注）該当のメニュー以外は省略してください。 （注）該当のメニュー以外は省略してください。

０３　成長産業化

０４　先進的造林技術推進事
業

（総計）

「削除」

０２　成長産業化

「削除」

（総計）

０２　モデル事業

新 旧

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目
区    分 事業実施主体

施行箇所
(路線名)

計画 出来高

進捗率 進捗率 事業区分
(メニュー)及び

事業種目
区    分 事業実施主体

施行箇所
(路線名)

計画 出来高



別記 別記

第５号様式１―１　「略」 第５号様式１―１　「略」

第５号様式１―２ 第５号様式１―２

１　補助事業の成績 １　補助事業の成績

（１）総括 （１）総括

総事業費 総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)
県補助金 市町村費 その他

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)
県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円 円 円 円 円

「削除」 １　路網の整備

「削除」
　林業専用道
　(規格相当)整備

「削除」 　関連条件整備

「削除」 　森林作業道整備
「削除」 　関連条件整備
「削除」 （計）
１　間伐材生産 １　間伐材生産
「略」 「略」

「削除」 ２　資源高度利用型施業
「削除」 　一貫作業

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止
施設整備)

「削除」 （計）
２　路網の整備 ３　路網の整備
「略」 「略」

「略」

区　　　分
(メニュー及び

事業種目)

０３　成長産業
化

「削除」

０２　成長産業
化

０２　モデル事
業

負担区分

備　考

０１　供給力・
体質強化 「略」

旧新

区　　　分
(メニュー及び

事業種目)

負担区分

備　考

０１　供給力・
体質強化



「削除」 １　実証的造林
「削除」 　人工造林
「削除」 　下刈り

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止
施設整備)

「削除」 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証
「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）
「削除」 　機械器具の整備

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止
施設整備)

「削除」 （計）

０４　先進的造
林技術推進事業

（総計）

「削除」

（総計）



（２）事業実績 （２）事業実績

県補助金 市町村費 その他 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日 (Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

０１　供給力・体質強
化

「略」
「略」

　「略」
円 円 円

０１　供給力・体質強
化

「略」
「略」

　「略」
円 円 円

０２　成長産業化 １間伐材生産
「略」

０３　成長産業化 １間伐材生産 　間伐材の生産

「削除」 　一貫作業

「削除」
関連条件
整備

「削除」
関連条件
整備
(森林作業

「削除」
関連条件
整備
(鳥獣被害

「削除」 （計）

２路網の整備 「略」 ３路網の整備 「略」

「削除」
人工造林
及び下刈
り

「削除」
関連条件
整備活動

「削除」
関連条件
整備

「削除」
関連条件
整備
(森林作業

「削除」
関連条件
整備
(鳥獣被害

「削除」 （計）

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」
関連条件
整備

「削除」
関連条件
整備
(森林作業

「削除」
関連条件
整備
(鳥獣被害

「削除」 （計）

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。 　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

（注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。

　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

（注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。

　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

着手事業量 完成

「削除」 「削除」

「削除」

０４　先進的造林技術
推進事業

１実証的造林

２ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技
術活用実証

事業費
((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)

)

事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

経費内訳
工　　期

経費内訳

事業種目
事業実施
主 体 名

備考完成

「削除」 ２資源高度利用
型施業

事業区分
(メニュー)

事業種目 備考
事業区分
(メニュー)

施  行
箇所名

区    分

工　　期

新 旧

構造規格
又は規模

事業量 着手

事業費
((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)

)



２　事業完成年月日 ２　事業完成年月日

３　収支精算 ３　収支精算

 (1)　収  入　「略」  (1)　収  入　「略」

 (2)　支　出  (2)　支　出

０１　供給力・体
質強化

「略」
０１　供給力・体
質強化

「略」

「削除」 １　路網の整備

「削除」
　林業専用道
　(規格相当)整備

「削除」 　関連条件整備

「削除」 　森林作業道整備

「削除」 　関連条件整備

１　間伐材生産 １　間伐材生産

「略」 「略」

「削除」 ２　資源高度利用型施業

「削除」 　一貫作業

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整
備)

２　路網の整備 ３　路網の整備

「略」 「略」

「削除」 １　実証的造林

「削除」 　人工造林

「削除」 　下刈り

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整
備)

「削除」 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」 　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整
備)

注　「略」 注　「略」

０４　先進的造林
技術推進事業

計

「削除」

計

「削除」

０２　成長産業化

新 旧

差引き増減
(C)

備　　　考

円 円 円

０２　モデル事業

０３　成長産業化

予算額
(A)

精算額
(B)

区　　分 予算額
(A)

精算額
(B)

円 円

差引き増減
(C)

備　　　考

円

区　　分



 (3)　収支精算  (3)　収支精算

０１　供給力・体
質強化 「略」

０１　供給力・体
質強化 「略」

「削除」 １　路網の整備

「削除」
　林業専用道
　(規格相当)整備

「削除」 　関連条件整備

「削除」 　森林作業道整備

「削除」 　関連条件整備

１　間伐材生産 １　間伐材生産

「略」 「略」

「削除」 ２　資源高度利用型施業

「削除」 　一貫作業

「削除」 　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」 　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整
備)

２　路網の整備 ３　路網の整備

「略」 「略」

「削除」 １　実証的造林

「削除」 　人工造林

「削除」 　下刈り

「削除」 　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」 　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整
備)

「削除」 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」 　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」 　関連条件整備
　(森林作業道整備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整
備)

注　「略」 注　「略」

４　添付書類 ４　添付書類

 (１)～（４）　「略」  (１)～（４）　「略」

別記第６号様式　「略」 別記第６号様式　「略」

別記第７号様式　「略」 別記第７号様式　「略」

計

０４　先進的造林
技術推進事業

０２　モデル事業

０３　成長産業化

計

「削除」

０２　成長産業化

「削除」

区　　分 県補助金
交付決定額

精算事業費
総　　　額

県補助率 精 算 県
補助金額

精算事業費
総　　　額

県補助率 精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差 引 き 県 補 助 金
未 受 領 ( 返 還 ) 額

区　　分 県補助金
交付決定額

既　受　領
県補助金額

差
引
き
県



別記 別記

第8号様式１　「略」 第8号様式１　「略」

第8号様式2 第8号様式2

令和　　年度　　事業変更計画書　 令和　　年度　　事業変更計画書　

１　事業の内容及び経費の配分 １　事業の内容及び経費の配分

（１）総　括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し） （１）総　括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

県補助金
(Ａ)

市町村費
(Ｂ)

その他
(Ｃ)

県補助金
(Ａ)

市町村費
(Ｂ)

その他
(Ｃ)

０１　供給力・体質
強化 「略」

円 円 円 円 ０１　供給力・体質
強化 「略」

円 円 円 円

「削除」 １　路網の整備

「削除」

　林業専用道
　(規格相当)整備
　(関連条件整備を
含む。)

「削除」
　森林作業道整備
　(関連条件整備を
含む。)

「削除」 小計

０２　成長産業化
１　間伐材生産 「略」 １　間伐材生産

「削除」 ２　資源高度利用型施業

「削除」 　一貫作業

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施
設整備)

「削除」 小計

２　路網の整備 ３　路網の整備

「略」 「略」

区　分

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ
)

負　　　担　　　区　　　分

備　考

事
業
費

区　分

事
業
費

０３　成長産業化

新 新

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ
)

負　　　担　　　区　　　分

備　考

「削除」 ０２　モデル事業



「削除」 １　実証的造林

「削除」 　人工造林

「削除」 　下刈り

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施
設整備)

「削除」 小計

「削除」
２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技
術活用実証

「削除」 　森林施業（※施業内容を記載）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施
設整備)

「削除」 小計

　（注）  １　「事業費」欄の事業費は、消費税額を含めた額を記入してください。注　「略」 　（注）  １　「事業費」欄の事業費は、消費税額を含めた額を記入してください。注　「略」

第8号様式3　「略」 第8号様式3　「略」

第8号様式４　「略」 第8号様式４　「略」

計

費

計

「削除」
費

０４　先進的造林技
術推進事業



第８号様式5 第８号様式5

令和　　年度　　事業支出決算見込み書 令和　　年度　　事業支出決算見込み書

県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計

事
業
費

０１　供給力・体
質強化 「略」

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 事
業
費

０１　供給力・体
質強化 「略」

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

「削除」 １　路網整備

「削除」

　林業専用道
　(規格相当)整備
　(関連条件整備
を含む。)

「削除」
　森林作業道整備
　(関連条件整備
を含む。)

「削除」 （計）

１　間伐材生産 １　間伐材生産

「略」 「略」

「削除」 ２　資源高度利用型施業

「削除」 　一貫作業

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止
施設整備)

「削除」 （計）

２　路網の整備 ３　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備 　関連条件整備

　森林作業道整備 　森林作業道整備

　関連条件整備 　関連条件整備

（計） （計）

「削除」 １　実証的造林

「削除」 　人工造林

「削除」 　下刈り

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止
施設整備)

「削除」 （計）

「削除」 ２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証

「削除」 　森林施業（　　）

「削除」 　機械器具の整備

「削除」
　関連条件整備
　(森林調査等)

「削除」
　関連条件整備
　(森林作業道整
備)

「削除」
　関連条件整備
　(鳥獣被害防止
施設整備)

「削除」 （計）

第８号様式６　「略」 第８号様式６　「略」

不要見込額予　　算　　額

「削除」

事
業
費

新 旧

区　　　分
予　　算　　額 年度内支出決算見込額 翌年度繰越見込額年度内支出決算見込額 翌年度繰越見込額 不要見込額

区　　　分

合計

０２　モデル事業

事
業
費

０３　成長産業化

０４　先進的造林
技術推進事業

合計

０２　成長産業化

「削除」



第9号様式　「略」 第9号様式　「略」

完了期日延期理由書　「略」 完了期日延期理由書　「略」

変更比較工定表　「略」 変更比較工定表　「略」

別紙１　「略」 別紙１　「略」

別紙４ 別紙４
事業実施箇所別表 事業実施箇所別表

０１　供給力・体質強化　「略」 ０１　供給力・体質強化　「略」

「削除」 ０２　モデル事業　１　路網の整備 (単位：ｍ、円）

事業実施主体 林小班 全幅員
開設延長

①
単価
②÷①

備考

C材 D材

上段：搬出
施設名
下段：搬出
材積

上段：搬出
施設名
下段：搬出
材積

合計
(注）１　事業種目別及び路線ごとに記入してください。
 　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図）を添えてください。

０2　成長産業化　１　間伐材生産 ０３　成長産業化　１　間伐材生産

間　伐　材　の　流　通 間　伐　材　の　流　通

A・B材 C材 D材 A・B材 C材 D材
上段：搬出
施設名
下段：搬出

上段：搬出
施設名
下段：搬出

上段：搬出
施設名
下段：搬出

上段：搬出
施設名
下段：搬出

上段：搬出
施設名
下段：搬出

上段：搬出
施設名
下段：搬出

森連○○共販所 森連○○共販所

○○m
3

○○m
3

　

合　計 合　計

「削除」 ０３　成長産業化　２　資源高度利用型施業

集材 植栽 下刈り
集材 材積 末木枝条伐採 苗木

上段：集材方法
下段：主なシステム

上段：伐採材積
下段：うち枝条分材
積

上段：搬出施設名
下段：搬出材積

上段：苗木
の種類
下段：植栽
本数

森連○○共販所

○○m
3

合　計
（注）１　面積は、小数点以下２位まで記入してください。
　　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図及び実測図）を添えてください。
　　  ３　集材方法には略称番号①全木集材、②全幹集材を記入してください
　　　　　主なシステムには略称番号①架線、②簡易架線、③車両を記入してください。
　　　４　苗木の種類は裸苗、コンテナ苗を記入してください。
　　  ５　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください。

　　  ６　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２m
3
）。

新 旧

事業実施主体 番号

森　林　の　所　在　地

面積
(ha)

樹種 林齢
生産基盤　強

化区域名
搬出材積

事業実施主体 番号

森　林　の　所　在　地

森林所有者

森　　林　　の　　現　　況

備考

市町村
大
字

字
地
番

地拵の有無実施主体
備考大

字
字

地
番

面積
(ha)

樹種 林齢
生産基盤　強
化区域名

実施主体 実施主体
森林所有者

森　　林　　の　　現　　況

市町村

備考

事業種目 路線名
事業費(実行経費）

②
補助金の交付額

林業専用道
　(規格相当)整備

小計

森林作業道整備

小計

備考
面積
(ha)

樹種 林齢
生産基盤　強
化区域名

搬出材積

事業実施主体 番号

森　林　の　所　在　地

森林所有者

森　　林　　の　　現　　況

市町村
大
字

字
地
番



０２　成長産業化　２　路網の整備 (単位：ｍ、円） ０３　成長産業化　３　路網の整備 (単位：ｍ、円）

事業実施主体 林小班 全幅員
開設延長

①
単価
②÷①

備考 事業実施主体 林小班 全幅員
開設延長

①
単価
②÷①

備考

合計 合計
(注）１　事業種目別及び路線ごとに記入してください。 (注）１　事業種目別及び路線ごとに記入してください。
 　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図）を添えてください。  　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図）を添えてください。

「削除」 ０４　先進的造林技術推進事業　１　実証的造林（又は　２　ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術活用実証）

下刈り
苗木

上段：苗木の種類
下段：植栽本数

合　計
（注）１　面積は、小数点以下２位まで記入してください。
　　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図及び実測図）を添えてください。
　　　３　苗木の種類は、樹種及び普通苗又はコンテナ苗の別を記入してください。

小計

事業種目 路線名

林業専用道

小計

小計

森林作業道整備

路線名 事業費(実行経費）
②

補助金の交付額

林業専用道

事業種目事業費(実行経費）
②

補助金の交付額

森林作業道整備

小計

事業実施主
体

番号

森　林　の　所　在　地

森林所有者

森　　林　　の　　現　　況 植栽

備考
市町村

大
字

字
地
番

面積
(ha)

樹種 林齢 実施主体 地拵の有無 実施主体



「削除」 別紙５
資源高度利用型施業事業費、造林費積算書

１．実行経費
（１）集材 単位：ｍ3、円

ａ事業量
①事業費
（実行経費）

ｂ事業量
②事業費
（実行経費）

（ア）枝条等の重量（ｔ）による事業量については、容量（ｍ3、少数以下切捨て整数止め）に換算して算出してください。

（イ）（ア）により算出する容量は、少数以下切捨てにより整数止めとしてください。

（ウ）②の事業費は①×ｂ/ａ（円未満切捨て）により算出してください。

（２）地拵え・再造林 単位：ｈａ、円

地拵え 樹種 苗木種
植栽本数
ｈａ当たり
植栽本数

単価区分

（ア）事業量は植え付け面積を記載してください。

（イ）施業区分の地拵えは地拵えの有り・なしを記載してください。

（ウ）施業区分の樹種は、植栽する苗木の樹種を記載してください。

（エ）施業区分の苗木種は、普通苗、コンテナ苗の別を記載してください。

（オ）施業区分の植栽本数は、上段に全植栽本数、下段にｈａ当たりの植栽本数を記載してください。

（カ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

（２）関連条件整備（鳥獣被害対策防止施設） 単位：ｍ、ｈａ、円

チューブ

ネット区分 支柱間隔
設置本数

ｈａ当たり設置本

（ア）事業量欄は、ネットは設置延長を、チューブは設置面積を記載してください。

（イ）施業区分のネットのネット区分欄は下記４区分から記載してください。

（ウ）施業区分のネットの支柱間隔欄は、３ｍ以下、３ｍ超～４ｍ以下、４ｍ超から記載してください。

（オ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

２．事業費、補助金（相当）額集計 単位：円

区分 集材（末木枝条） 地拵え・再造林
関連条件整備
（鳥獣被害対策防止施

設）
計

事業費（実行経費）
補助金（相当）額
（ア）補助金（相当）額の集材（末木枝条）、地拵え・再造林の内訳は実行経費より案分して記載してください。

新 旧

①集材経費 ②　①のうち末木枝条分

ａ事業量（面積）
事業費

（実行経費）

施　　業　　区　　分

ａ事業量
（延長、面積）

事業費
（実行経費）

施　　業　　区　　分
ネット

単価区分

Ｃ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｄ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

（エ）施業区分のチューブの設置本数は、上段に設置本数計を、下段にｈａ当たりの設置本数１，５００本／ｈａ以上２０００本／ｈａ未満、２０００本／ｈａ以上
を記載してください。

Ａ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｂ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ2.0m以上、網目100mm以下


